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地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 藤森 和良 

 

 

令和５年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る 

診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

 

平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて、今般、厚

生労働省から調剤報酬上の取扱い(事務連絡)が示されました。  

本内容は、令和５年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る保険薬局等の診療報

酬上の取扱いを示したもので、自宅療養または来局患者に係る特例評価、 高齢者施設

入所者等に係る特例評価に関する取扱い等の要件や点数が変更されています。 

これにより、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型

コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」（令和 5 年 3 月 31

日厚生労働省保険局医療課事務連絡）は、令和 5 年 9 月 30 日をもって廃止され、令和

5 年 10 月以降の取扱いは本事務連絡となります。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですか、貴会(部会)会員にご周知くださいま

すよう、よろしくお願いします。 
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